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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月9日(2013.8.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局において８個以下のアンテナポートに対する参照信号を伝送する方法であって、
前記方法は、
　第１のスロット及び第２のスロットを含み、かつ一般サイクリックプレフィックス（Ｃ
Ｐ）を有するダウンリンクサブフレームにおいて４個以下のアンテナポートに対する共用
参照信号（ＣＲＳ）を伝送することであって、前記一般ＣＰを有するダウンリンクサブフ
レームは、１４個の直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）シンボルを有し、ＯＦＤＭシンボ
ルインデックスが、０から開始する、ことと、
　前記８個以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を
伝送することであって、前記ＣＳＩ－ＲＳは、所定のパターンに従って前記ダウンリンク
サブフレーム上にマッピングされている、ことと
　を含み、
　前記所定のパターンは、前記８個以下のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが、前記
ダウンリンクサブフレームのデータ領域上の２個のＯＦＤＭシンボル上にマッピングされ
ることを定義し、前記２個のＯＤＦＭシンボルは、１個のＯＤＦＭシンボルだけ離隔され
ており、
　前記ＣＲＳが２個以下のアンテナポートに対して構成される場合、前記ＣＳＩ－ＲＳに
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対する前記所定のパターンが使用される、方法。
【請求項２】
　前記ＣＲＳが４個のアンテナポートに対して構成される場合、前記ＣＳＩ－ＲＳに対す
る前記所定のパターンが使用されない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記２個以下のアンテナポートに対するＣＲＳは、前記第１のスロットの１番目及び５
番目のＯＦＤＭシンボル、並びに前記第２のスロットの１番目及び５番目のＯＦＤＭシン
ボル上にマッピングされる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＣＳＩ－ＲＳに対する前記所定のパターンで定義される前記２個のＯＦＤＭシンボ
ルは、前記第２のスロットの２番目及び４番目のＯＦＤＭシンボルである、請求項１に記
載の方法。
【請求項５】
　前記所定のパターンは、前記８個以下のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが、一つ
のリソースブロック対において、前記２個のＯＦＤＭシンボルのそれぞれにおいて４個の
副搬送波位置のうちの一つ以上にマッピングされることを定義し、
　前記所定のパターンで定義される前記４個の副搬送波位置は、連続する２個の副搬送波
位置、及び４個の副搬送波だけ前記２個の副搬送波位置から離隔される他の２個の副搬送
波位置である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記所定のパターンで定義される前記４個の副搬送波位置は、セルまたはセルグループ
別に２個の副搬送波だけシフトされる、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記４個の副搬送波位置は、副搬送波インデックス０、１、６及び７、または副搬送波
インデックス２、３、８及び９、または副搬送波インデックス４、５、１０及び１１であ
る、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記８個のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳは、前記一つのリソースブロック対内
の８個のリソース要素上にマッピングされる、請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　前記一つのリソースブロック対は、１４個のＯＦＤＭシンボル及び１２個の副搬送波と
して定義される、請求項４に記載の方法。
【請求項１０】
　２個または４個のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳに対する前記所定のパターンは
、前記８個のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳに対する前記所定のパターンの部分集
合である、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記８個以下のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳは、２個のアンテナポートに対す
るＣＳＩ－ＲＳが一つのグループを構成するように総４個のグループに分けられ、
　前記４個のグループのそれぞれの２個のアンテナに対するＣＳＩ－ＲＳは、前記２個の
ＯＦＤＭシンボル上の同一の副搬送波位置においてコード分割多重化（ＣＤＭ）方式を用
いて多重化され、
　前記４個のグループは、異なる副搬送波位置において周波数分割多重化（ＦＤＭ）方式
を用いて多重化される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　ユーザー機器において基地局からの８個以下のアンテナポートに対するチャネル状態情
報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を用いてチャネルを推定する方法であって、前記方法は、
　第１のスロット及び第２のスロットを含み、かつ一般サイクリックプレフィックス（Ｃ
Ｐ）を有するダウンリンクサブフレームにおいて、４個以下のアンテナポートに対する共
用参照信号（ＣＲＳ）と、前記８個以下のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳとを受信
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することであって、前記ＣＳＩ－ＲＳは、所定のパターンに従って前記ダウンリンクサブ
フレーム上にマッピングされている、ことと、
　前記ＣＳＩ－ＲＳを用いて前記チャネルを推定することと
　を含み、
　前記一般ＣＰを有するダウンリンクサブフレームは、１４個の直交周波数分割多重化（
ＯＦＤＭ）シンボルを有し、ＯＦＤＭシンボルインデックスが、０から開始し、
　前記所定のパターンは、前記８個以下のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが、前記
ダウンリンクサブフレームのデータ領域上の２個のＯＦＤＭシンボル上にマッピングされ
ることを定義し、前記２個のＯＤＦＭシンボルは、１個のＯＤＦＭシンボルだけ離隔され
ており、
　前記ＣＲＳが２個以下のアンテナポートに対して構成される場合、前記ＣＳＩ－ＲＳに
対する前記所定のパターンが使用される、方法。
【請求項１３】
　８個以下のアンテナポートに対する参照信号（ＲＳ）を伝送する基地局であって、前記
基地局は、
　ユーザー機器からアップリンク信号を受信するように構成された受信モジュールと、
　前記ユーザー機器にダウンリンク信号を伝送するように構成された伝送モジュールと、
　前記受信モジュール及び前記伝送モジュールを含む前記基地局を制御するように構成さ
れたプロセッサと
　を含み、
　前記プロセッサは、第１のスロット及び第２のスロットを含み、かつ一般サイクリック
プレフィックス（ＣＰ）を有するダウンリンクサブフレームにおいて４個以下のアンテナ
ポートに対する共用参照信号（ＣＲＳ）を伝送することと、前記８個以下のアンテナポー
トに対するチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を伝送することであって、前記Ｃ
ＳＩ－ＲＳが、所定のパターンに従って前記ダウンリンクサブフレーム上にマッピングさ
れている、こととを行うようにさらに構成されており、
　前記一般ＣＰを有するダウンリンクサブフレームは、１４個の直交周波数分割多重化（
ＯＦＤＭ）シンボルを有し、ＯＦＤＭシンボルインデックスが、０から開始し、
　前記所定のパターンは、前記８個以下のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが、前記
ダウンリンクサブフレームのデータ領域上の２個のＯＦＤＭシンボル上にマッピングされ
ることを定義し、前記２個のＯＤＦＭシンボルは、１個のＯＤＦＭシンボルだけ離隔され
ており、
　前記ＣＲＳが２個以下のアンテナポートに対して構成される場合、前記ＣＳＩ－ＲＳに
対する前記所定のパターンが使用される、基地局。
【請求項１４】
　基地局からの８個以下のアンテナポートに対するチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－
ＲＳ）を用いてチャネルを推定するユーザー機器であって、前記ユーザー機器は、
　前記基地局からダウンリンク信号を受信するように構成された受信モジュールと、
　前記基地局にアップリンク信号を伝送するように構成された伝送モジュールと、
　前記受信モジュール及び前記伝送モジュールを含む前記ユーザー機器を制御するように
構成されたプロセッサと
　を含み、
　前記プロセッサは、第１のスロット及び第２のスロットを含み、かつ一般サイクリック
プレフィックス（ＣＰ）を有するダウンリンクサブフレームにおいて、４個以下のアンテ
ナポートに対する共用参照信号（ＣＲＳ）と、前記８個以下のアンテナポートに対するＣ
ＳＩ－ＲＳとを受信することであって、前記ＣＳＩ－ＲＳは、所定のパターンに従って前
記ダウンリンクサブフレーム上にマッピングされている、ことと、前記ＣＳＩ－ＲＳを用
いて前記チャネルを推定することとを行うようにさらに構成されており、
　前記一般ＣＰを有するダウンリンクサブフレームは、１４個の直交周波数分割多重化（
ＯＦＤＭ）シンボルを有し、ＯＦＤＭシンボルインデックスが、０から開始し、
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　前記所定のパターンは、前記８個以下のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳが、前記
ダウンリンクサブフレームのデータ領域上の２個のＯＦＤＭシンボル上にマッピングされ
ることを定義し、前記２個のＯＤＦＭシンボルは、１個のＯＤＦＭシンボルだけ離隔され
ており、
　前記ＣＲＳが２個以下のアンテナポートに対して構成される場合、前記ＣＳＩ－ＲＳに
対する前記所定のパターンが使用される、ユーザー機器。
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